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大
鋼
シ
ャ
ー
リ
ン
グ
株
式
会
社
は
昭
和
五
十
一
年
一
月
会
社
更
生
法
適
用
を
申
請
、
同
年
四
月
更
生
開
始
決
定

が
な
さ
れ
、
再
建
に
向
け
た
運
営
が
始
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
五
十
一
年
末
、
突
如
親
会
社
で
あ
る
大
阪
鋼
材
と

入
丸
産
業
の
合
併
問
題
が
生
起
し
、
そ
の
後
、
人
員
整
理
を
中
心
と
す
る
再
建
案
が
会
社
側
か
ら
提
示
さ
れ
、
そ

れ
に
反
対
す
る
労
働
組
合
と
の
数
回
に
わ
た
る
交
渉
の
の
ち
六
月
に
至
つ
て
約
半
数
を
こ
え
る
退
職
者
が
届
出
た

こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
再
建
案
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
清
算
手
続
き
が
始
め

ら
れ
、
労
働
組
合
と
の
間
に
義
務
付
け
ら
れ
た
事
前
協
議
（
昭
和
五
十
年
締
結
の
労
使
間
の
協
定
書
・
同
意
約
款 

新
日
鉄
系
鋼
材
商
社
日
鉄
商
事
（
前
大
阪
鋼
材
株
式
会
社
、
昭
和
五
十
二
年
入
丸
産
業
と
合
併
）
の
一
〇
〇
％
子

会
社
で
あ
る
大
鋼
シ
ャ
ー
リ
ン
グ
株
式
会
社
（
大
阪
市
住
之
江
区
南
港
一
丁
目
六
番
地
）
の
会
社
更
生
法
申
請
、
更

生
開
始
決
定
、
清
算
、
全
員
解
雇
に
端
を
発
し
た
同
社
労
使
紛
争
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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三 

 



 

に
規
定
）
も
な
く
、
七
月
十
日
全
員
解
雇
を
申
し
渡
す
と
い
う
経
過
を
た
ど
つ
た
。 

一 

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
更
生
開
始
決
定
の
後
、
会
社
側
提
示
の
再
建
案
が
実
質
的
に
実
現
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
労
組
と
の
協
定
を
無
視
し
て
、
一
方
的
に
清
算
、
解
雇
の
措
置
を
と
つ
た
会
社
側
の
態
度
で
あ 

 

る
。
再
建
へ
の
具
体
的
努
力
と
経
営
責
任
を
放
棄
し
、
い
た
ず
ら
に
雇
用
危
機
を
激
化
さ
せ
る
が
如
き
行
為
に

対
し
て
、
雇
用
対
策
の
強
化
、
失
業
防
止
を
う
た
う
政
府
と
し
て
の
見
解
を
問
う
。 

二 

ま
た
、
頻
発
す
る
争
議
の
中
で
、
「
非
常
事
態
」
の
名
の
下
に
労
働
協
約
、
労
働
慣
行
等
労
働
者
の
既
得
権 

 

を
否
定
し
、
合
理
化
、
首
切
り
を
強
行
す
る
使
用
者
が
増
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
取
り
上
げ
た
私
の
質

疑
（
本
年
二
月
二
十
七
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
三
分
科
会
）
に
対
し
、「
更
生
法
適
用
下
で
管
財
人
は
従
来
の

労
働
協
約
や
慣
行
等
を
引
き
続
き
遵
守
す
べ
き
責
任
が
存
在
す
る
」
旨
の
答
弁
を
え
て
い
る
が
、
類
似
事
件
と

し
て
、
改
め
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 
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四 

最
後
に
以
上
を
総
合
す
る
と
、
労
働
者
の
み
が
解
雇
、
失
業
の
犠
牲
と
な
り
、
日
鉄
商
事
、
大
鋼
シ
ャ
ー
リ

ン
グ
、
大
阪
地
裁
民
事
第
六
部
、
大
阪
地
方
労
働
委
員
会
、
大
阪
府
知
事
な
ど
当
該
企
業
、
公
的
機
関
の
多
く 

三 
次
に
、
大
阪
地
方
労
働
委
員
会
に
お
け
る
大
鋼
シ
ャ
ー
リ
ン
グ
事
件
審
問
中
使
用
者
側
委
員
と
し
て
出
席
し

て
い
た
朝
倉
弘
文
氏
（
当
時
、
大
阪
地
方
労
働
委
員
会
参
与
委
員
）
が
、
事
件
発
生
当
時
か
ら
ひ
そ
か
に
大
鋼

シ
ャ
ー
リ
ン
グ
の
労
働
顧
問
と
し
て
報
酬
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
。
そ
こ
で
、 

② 

し
か
も
、
朝
倉
氏
の
報
酬
に
つ
い
て
は
共
益
債
権
の
支
出
書
に
は
顧
問
弁
護
士
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お 

り
、
こ
う
し
た
虚
偽
の
報
告
は
会
社
更
生
法
に
示
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
条
項
、
と
り
わ
け
管
財
人
の
注
意
義

務
を
定
義
し
た
同
法
第
九
十
八
条
の
四
そ
の
他
を
著
し
く
侵
犯
す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど

う
か
。 

① 

こ
の
事
実
は
、
労
働
委
員
会
の
公
正
の
原
則
と
救
済
機
関
の
役
割
を
後
退
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
労

働
者
の
権
利
を
そ
こ
な
う
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
判
断
は
ど
う
か
。 

五 

 



 

 

六 

の
関
係
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
を
回
避
し
、
法
の
独
立
の
名
の
も
と
に
問
題
解
決
を
引
き
の
ば
し
て
い
る
。 

 

か
か
る
時
に
こ
そ
、
政
府
、
関
係
当
局
が
責
任
を
感
じ
、
一
連
の
経
過
が
労
働
者
の
生
活
と
権
利
に
密
接
に
絡

み
合
つ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
事
件
の
速
や
か
な
解
決
の
為
の
努
力
と
必
要
な
指
導
を
開
始
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ち
な
み
に
、
中
小
企
業
基
本
法
第
一
条
、
第
三
条
第
八
号
、
第
六
条
第
二
項
、
第
十
九

条
、
第
二
十
条
な
ど
に
は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
国
及
び
地
方
自
治
体
の
一
定
の
責
務
が
明
記
さ
れ
て
い

る
。
時
あ
た
か
も
、
政
府
の
一
連
の
諸
施
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雇
用
と
労
働
者
の
生
活
不
安
は
解
消
さ
れ
ず

む
し
ろ
深
ま
つ
て
い
る
と
も
い
う
べ
き
今
日
、
事
態
の
迅
速
か
つ
公
正
な
解
決
の
為
に
、
政
府
の
指
導
責
任
と

そ
の
意
志
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


